
A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 合計 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 合計

１　基本事項の評価

(1)
事業者概要

及び業務実績
・事業者は仕様書で求める業務実績を有しているか
（事務局が客観的視点により採点）

5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 4 4 4 4 4 20

(2)
業務責任者の経歴

及び専任性

・業務責任者は仕様書で求める業務実績を有しているか
・業務責任者は十分な実務経験年数を有しているか
・主たる業務担当者が他の業務（案件）を担当せず、本件に専任しているか
（事務局が客観的視点により採点）

5 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20

(3)
主たる業務担当者の

経歴及び専任性

・主たる業務担当者は仕様書で求める業務実績を有しているか
・主たる業務担当者は十分な実務経験年数を有しているか
・主たる業務担当者が他の業務（案件）を担当せず、本件に専任しているか
（事務局が客観的視点により採点）

10 6 6 6 6 6 30 8 8 8 8 8 40

20 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 52.5 16 16 16 16 16 80

満点 100 満点 100

平均 10.5 平均 16.0

A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 合計 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 合計

２　企画提案の評価

(1)
業務スケジュール及び業務従事予
定者の配置計画について【様式
６】

・期間内に必要な業務遂行が可能なスケジュールになっているか
・業務従事者の配置は期間内に必要な業務遂行が十分に見込める体制か
・継続性が担保され、的確な業務遂行に必要な指揮命令系統・バックアップ体
制が整っているか

30 24 24 24 24 24 120 18 18 24 24 18 102

(2)
利用者等意向の反映と区民が理解
しやすく、興味を持てる計画とす
るための方策について【様式７】

・子ども意見の収集方法について、工夫した提案がされているか
・子どもや利用者意見の反映方法について、具体的な提案がされているか
・区民が理解しやすく、興味を持てる計画とするための表現方法や施策内容等
について具体的な手法が提案されているか

30 24 24 24 24 18 114 24 24 18 30 18 114

(3)
公園、児童遊園等の重点課題及び
検討すべき施策について【様式
８】

・現行計画や区の公園・児童遊園等の特性・現状を把握・分析した上で、重点
課題や検討すべきテーマ等が提案されているか
・国や都の動向、また区の上位計画を踏まえた提案がされているか
・具体的で実現性がある内容になっているか
・現行計画にはない、新たに検討すべき施策などの提案がされているか

60 36 60 36 48 36 216 48 48 36 60 48 240

【配置計画について】
・各公園等の利用タイプ、役割及び位置づけを示した配置計画の見直しに当た
り、検討すべき事項が具体的に示されているか
・各公園等の利用タイプ、役割及び位置づけを示した配置計画の考え方が、区
の公園特性を踏まえた提案となっているか

20 12 16 16 16 12 72 12 16 16 12 12 68

【整備マニュアルについて】
・整備マニュアルのまとめ方について、具体的で実現性のある内容になってい
るか
・整備マニュアルが、推進計画の施策及び配置計画を実現できる内容になって
いるか

20 12 16 12 16 12 68 16 12 16 12 16 72

160 108 140 112 128 102 590 118 118 110 138 112 596

満点 800 満点 800

平均 118.0 平均 119.2

A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 合計 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 合計

３　見積額の評価

1 見積価額
・参考事業規模に対する見積額により採点
（事務局が客観的視点により採点）

20 12 12 12 12 12 60 8 8 8 8 8 40

20 12 12 12 12 12 60 8 8 8 8 8 40

満点 100 満点 100

平均 12.0 平均 8.0

200 130.5 162.5 134.5 150.5 124.5 702.5 142 142 134 162 136 716

満点 1000 満点 1000

平均 140.5 平均 143.2

割合 70.3% 割合 71.6%

200

加点項目

区内事業者の場合に、事務局採点項目の配点（満点）の合計５％を加点
事務局

採点配点
の5%

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定、東京ライフ・ワーク・バランス
認定企業、厚生労働省次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０
号）第１３条の認定又は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平
成２７年法律第６４号）第９条若しくは第１２条の認定を受けている事業者
に、事務局採点項目の配点（満点）の合計５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局
採点配点

の5%

障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に規定する法定雇用障害者数以上
の障害者雇用がある事業者に、事務局採点項目の配点（満点）の合計５％を加
点

事務局
採点配点

の5%

ISO14001の認証等に参加している又はMINATO再エネ100電力利用事業者認定を
受けている事業者に、一次審査合計点の５％を加点
複数の認定を得ている場合はいずれかについて加点

事務局
採点配点

の5%

区と災害時における協定の締結がある場合又は区と災害時における協定の締結
がある団体の構成員である場合、一次審査合計点の５％を加点

事務局
採点配点

の5%

該当しない 0

該当しない 0

該当する 10

該当しない

Ｂ事業者
(株式会社創建)

Ａ事業者

港にぎわい公園づくり推進計画及び整備マニュアル策定業務委託　事業候補者選考　【一次審査結果】

(4)
配置計画及び整備マニュアル策定
の考え方について【様式９】

項番・項目 評価の視点

10

配点項番・項目 評価の視点

一次審査 小計②

項番・項目 評価の視点 配点
Ａ事業者

該当しない 0

一次審査 小計①

配点
Ａ事業者 Ｂ事業者

Ｂ事業者

736

区内事業者優遇

環境配慮に対する評価

ワーク・ライフ・バランス推進の評
価

障害者雇用の評価

0

災害協定活動の評価 該当しない 0 該当しない 0

該当する 10 該当する

一次審査合計（加点項目含む） 722.5

事務局採点配点

合計（小計①+②+③）

一次審査 小計③

10該当する


